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はじめに 

 
 瑞穂町では、資産・債務等の実態把握、行政サービスの提供に係るコストを

明確にし、行政の透明性を高めるため、平成 15 年度決算より貸借対照表（バラ

ンスシート）及び行政コスト計算書を作成し、公表してきました。 

総務省において、平成 22 年 9 月から「今後の新地方公会計の推進に関する研

究会」が開催されて議論が進められ、平成 26 年 4 月に、固定資産台帳の整備と

複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が同研究会

報告書において示されました。また、当該基準による財務書類等を原則として

平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間で全ての地方公共団体において作成

するよう、総務省から地方公共団体に要請されました。 

瑞穂町では、平成 27 年度までの財務諸表について「総務省方式改訂モデル」

で作成していましたが、上記要請に基づき、平成 28 年度財務諸表から統一的な

基準での財務書類等を作成しています。 

 ※本文中の数値、及び表の数値は全て四捨五入によるものです。 
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Ⅰ 貸借対照表（バランスシート） 
 

1 貸借対照表の概要 

   貸借対照表は、自治体のストック情報を表すもので、自治体が住民サー

ビスを提供するために保有している財産「資産」とその「資産」をどのよ

うな財源「負債・純資産」で賄ってきたかを総括的に対照表示した一覧表

です。「資産」合計額と「負債・純資産」合計額が一致し、左右のバランス

がとれていることからバランスシートと呼ばれています。 

左側（借方）の「資産」には、インフラ資産、施設などの有形固定資産

といった使う資産と、税金などの未収金といった回収する資産や基金など

があります。右側（貸方）の「負債」には、将来世代が負担する部分とし

て地方債・長期未払金・短期未払金などがあります。「純資産」は、「資産」

と「負債」の差額であり、現在までの世代が負担した部分となります。 

 さて、令和 5 年度の貸借対照表は、「資産」合計が 573 億 6 千万円、「負

債」合計が 100 億円、「純資産」合計が 473 億 6 千万円という結果になりま

した。 

   （借方）の「資産」の主なものは、有形固定資産が 503 億円（総資産の

87.7％）です。 

   （貸方）の「負債」の主なものは、地方債（翌年度償還予定地方債を含

む）が 70 億 1 千万円（総負債の 70.1％）、退職手当引当金が 13 億 1 千万円

（総負債の 13.1％）、長期未払金が 6 億 3 千万円（総負債の 6.3％）です。 

   「純資産」の固定資産等形成分については、資産形成のために充当した

資源の蓄積をいい、原則として固定資産及び基金で保有されるもので、569

億円となっています。また、余剰分（不足分）については、将来自由に財

源として使用できる財源を表しますが、95 億円のマイナス表示となってい

ます。これは、すでに将来の財源として拘束されていることを意味します。 

 このように、資産の構成内容、資産の行政目的別の割合及び資産と負債

との関係等が、貸借対照表の作成により分かりやすく表すことができます。 

 

2 貸借対照表の分析 

自治体の財政状況を把握分析する方法としては、全国的に統一化された

手法である決算統計の指標があります。具体的には、実質収支比率、経常

収支比率及び実質公債費比率等の指標があり、それぞれ財政の黒字及び赤

字、財政の硬直化及び柔軟性、将来の財政負担等を示します。瑞穂町の令

和 5 年度決算では、これらの各指標とも既に決算書附属資料の事務報告書

で報告していますが、経常収支比率は 92.2％で、前年度比較で 2.1 ポイン

ト悪化し、硬直化が進んでいる状況にあります。なお、その他の指標数値



 

については、良好な状態を保っています。 

一方、貸借対照表は、決算統計の指標とは異なり民間企業会計で使われ

ている手法に基づいて作成されています。貸借対照表は蓄積された資産等

を金額に置き換え、その資産等の取得財源と将来負担である地方債等の金

額を明らかにするものです。 

 

それでは、まず借方の【資産の部】ですが、大きく『固定資産』、『流動

資産』に分類されます。 

『固定資産』は「有形固定資産」と「投資その他の資産」から構成され

ており、資産の大部分を占めています。特に「有形固定資産」は、長期間

にわたって住民サービスを提供するために使用されているもので、具体的

には、土地、建物等が該当しますが、総資産額の 87.7％を占めています。

減価償却により資産が減少したため、前年度に比べ 6 億 6 千万円減少しま

した。 

次に、『投資その他の資産』は「投資及び出資金」、｢長期延滞債権｣、｢基

金｣及び「徴収不能引当金」から構成されており、前年度比較で 6.8％の増

加となりました。 

「基金」は 6.7％の増加となりました。特定防衛施設周辺整備調整交付金

事業基金の残高増が主な増加要因となっています。また、「長期延滞債権」

は 10.3％の増加となりました。納付期限から 1 年以上経過しているにもか

かわらず、未だに収入されていない債権が「長期延滞債権」です。町税の

滞納繰越分の収入未済額が増加したことが要因となっています。引き続き

滞納整理の更なる強化により、収入未済額を減少させることで「長期延滞

債権」を減少させていく必要があります。なお、「徴収不能引当金」は、「長

期延滞債権」のうち回収不能と見込まれる金額を表したものであり、過去 5

年間の不納欠損額と収入未済額から不納欠損の実績率を求め、令和 5 年度

末滞納繰越額の収入未済額に乗じて算出したものがマイナス計上されてい

ます。 

次に、『流動資産』は「現金預金」、「未収金」、｢基金｣及び「徴収不能引

当金」から構成されており、前年度比較で 3.6％の減少となりました。これ

は、「基金」で財政調整基金積立金が減額となったことが主な要因となって

います。 

また、「未収金」は、令和 5年度の歳入として調定を起こしましたが、年

度内に収入がなかったものを表したものであり、長期延滞債権と同様に徴

収不能引当金も計上しています。なお、納付期限から 1 年以上経過した債

権は長期延滞債権に計上されますので、「未収金」には滞納期間が 1年未満

の債権のみが計上されています。前年度と比較し、未収金が増加していま

す。今後も着実な徴収に努め、「未収金」を減少させていく、あるいはでき

る限り発生させないようにしていく必要があります。 

続いて貸方の【負債の部】ですが、『固定負債』と『流動負債』に分類さ



 

れます。 

『固定負債』は「地方債」、「長期未払金」及び「退職手当引当金」から

構成されており、令和7年度以降に支払いや返済が予定されているもので、

前年度比較で 4.1％の減少となりました。地方債の返済などで減少していま

す。 

次に、『流動負債』は「１年内償還予定地方債」、「未払金」、「賞与等引当

金」及び「預り金」から構成されており、令和 6 年度に支払いや返済が予

定されているもので、前年度比較で 0.3％の減少となりました。1年内償還

予定地方債の減少が主な要因です。 

最後に、貸方の【純資産】は、『固定資産等形成分』と『余剰分（不足分）』

の合計額となります。 

『余剰分（不足分）』は、令和 6年度以降に自由に使用できる財源となり

ますが、95 億円のマイナスとなっています。これは、令和 6 年度以降の負

担額として使途がすでに拘束されていることになります。『余剰分（不足

分）』のマイナス額が大きいことは好ましいことではありませんが、瑞穂町

が例外的なわけではなく、多くの自治体が『余剰分（不足分）』はマイナス

になるといわれています。 

 





 

Ⅱ 行政コスト計算書 
 

1 行政コスト計算書の概要、分析 

自治体の行政活動は、貸借対照表で明らかにされる資産・負債等の状況

だけでなく、人的サービスや給付サービスなどの資産形成につながらない

行政サービスが大きな比重を占めています。行政コスト計算書は、自治体

のフロー情報を表わすもので、その行政サービスについて、4月 1日から翌

年の 3月 31 日までの 1年間にサービスを提供した状況を性質別にコスト面

から把握し、これらに要した財源の状況を明らかにするためのもので、企

業会計の損益計算書にあたります。 

行政コスト計算書は、『経常費用』、『経常収益』、『臨時損失』及び

『臨時利益』で構成されており、これらを差引きしたものが『純行政コス

ト』になります。 

さて、令和 5年度の行政コスト計算書では、『経常費用』の総額は 145 億

1 千万円でした。『経常費用』は『業務費用』及び『移転費用』に分類して

表示され、さらに『業務費用』は『人件費』、『物件費等』及び『その他の

業務費用』に分類して表示されます。職員給与費、賞与引当金繰入額等の

『人件費』は 22 億 5 千万円で、全体に占める割合は 15.5％でした。物件費、

維持補修費、減価償却費等の『物件費等』が 59 億 4 千万円で、全体に占め

る割合は 40.9％でした。支払利息、徴収不能引当金繰入額等の『その他の

業務費用』は 2億 5千万円で、全体に占める割合は 1.7％でした。補助金等、

社会保障給付、他会計への繰出金等の『移転費用』は 60 億 8 千万円で、全

体に占める割合は 41.9％でした。 

『経常収益』の総額は 3億 6千万円でした。 

『臨時利益』の総額は 5千万円でした。 

行政サービスを提供する上で最も重要な財源である税収は『経常収益』

に含めないため、『純行政コスト』は 143 億 3 千万円と大幅なコスト超過に

なります。『純行政コスト』は、民間企業の損益計算書で表される利益の概

念とは異なり、資産形成に結びつかない 1 年間の行政サービスを提供する

上で用いられた経費から受益者負担などの収益で賄われたものを差引いた

額であり、地方税等の一般財源で賄わなければならないコストを表してい

ます。 





 

Ⅲ 純資産変動計算書 
 

1 純資産変動計算書の概要、分析 

純資産変動計算書は、貸借対照表の【純資産の部】に計上されている各

数値が 1年間でどのように変動したかを表しています。【純資産】は、現在

までの世代が負担してきた部分となりますので、この 1 年間で現在までの

世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかがわかります。 

増減の要因となった項目のうち「純行政コスト」は、その金額に対して一

般財源及び経常的な補助金等の受入金額がどの程度あるかを見ることによ

り、「純行政コスト」が受益者負担以外の経常的な財源でどの程度賄われて

いるかがわかります。 

「財源」は、「税収等」及び「国県等補助金」に分類して表示します。「税

収等」は地方税、地方交付税及び地方譲与税等をいいます。地方税は、令

和 5 年度決算額に貸借対照表における長期延滞債権及び未収金の地方税に

係る額を加え、令和 4 年度の貸借対照表における長期延滞債権及び未収金

の地方税に係る額とその不納欠損処理額を差し引いた額を計上します。地

方交付税は、決算額を計上します。地方譲与税等は、地方譲与税、利子割

交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自

動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、国有提供

施設等所在市町村助成交付金、分担金及び負担金、寄附金、繰入金の決算

額を計上します。「国県等補助金」は、国庫支出金及び都支出金を計上しま

す。 

「純行政コスト」のマイナス 143 億 3 千万円に対して、主な純資産変動要

因である「財源」は 142 億 4 千万円であり、9千万円が超過しました。 

「固定資産等の変動（内部変動）」は、「有形固定資産等の増加」、「有形固

定資産等の減少」、「貸付金・基金等の増加」及び「貸付金・基金等の減少」

に分類して表示します。「有形固定資産等の増加」は、有形固定資産等の形

成による保有資産の増加額または有形固定資産等の形成のために支出した

金額を計上します。「有形固定資産等の減少」は、有形固定資産等の減価償

却費相当額及び除売却による減少額または有形固定資産等の売却収入（元

本分）、除却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却費相当額を計上します。

「貸付金・基金等の増加」は、貸付金・基金等の形成による保有資産の増

加額または新たな貸付金・基金等のために支出した金額を計上します。「貸

付金・基金等の減少」は、長期延滞債権の減少及び基金の取り崩し等によ

る減少額を計上します。 

「資産評価替差額」は、有価証券等の評価差額を計上しますが、令和 5

年度は該当がありませんでした。 

「無償所管換等」は、寄附等により無償で受贈した資産や固定資産台帳を



 

精査する中で判明した差異を計上します。 

「その他」については、「純行政コスト」から「無償所管換等」までに該

当しない変動を計上します。 





 

Ⅳ 資金収支計算書 
 

1 資金収支計算書の概要 

資金収支計算書は、『業務活動収支』、『投資活動収支』及び『財務活動収

支』から構成されており、歳計現金（資金）の出入りを性質の異なる 3 つ

の区分により表したものです。本年度末資金残高は、令和 5 年度の歳入総

額から歳出総額を差し引いた額であり、それに本年度末歳計外現金を加え

たものが、貸借対照表における現金預金と一致します。 

 

『業務活動収支』は「業務支出」、「業務収入」、「臨時支出」及び「臨時収

入」に区分けされ、そのうち「業務支出」についてはさらに「業務費用支

出」及び「移転費用支出」に区分けされます。「業務費用支出」は、人件費

や物件費などの経常的な支出が計上され、「移転費用支出」は、補助金等や

社会保障給付などの支出が計上されます。「業務収入」は、地方税や使用料・

手数料などの経常的な収入が計上されており、「業務支出」及び「業務収入」

では、日常の行政活動における資金収支の状況を表しています。 

『投資活動収支』は、公共資産の整備や基金の積立などによる支出と公共

資産の整備の財源となる補助金や基金取崩などによる収入が計上されてお

り、公共事業に伴う資金の使いみちとその財源の状況及び基金の状況を表

しています。 

『財務活動収支』は、地方債元金償還による支出及び地方債発行による収

入が計上されるもので、地方債による資金の出入りの状況を表しています。 

以上のことから、自治体のどのような行政活動に資金が必要とされ、それ

をどのように賄ったのか、また歳計現金（資金）をどのような部門での行

政活動で使用しているのか、ということを示しています。 

 

令和 5年度資金収支計算書では、『業務活動収支』、『投資活動収支』及び

『財務活動収支』の合計が 5 億 7 千万円の赤字となり、歳計現金（資金）

は 4億 4千万円となりました。 

 

 

 

 



 

2 資金収支計算書の分析 

『業務活動収支』の支出には、社会保障給付や物件費などの日常の行政

サービスを行うために必要な支出項目が並んでいます。一方、収入には、

地方税や地方交付税など、日常の行政サービスを行うための財源が計上さ

れています。 

支出の主なものは、物件費 51 億 3 千万円、人件費 23 億 1 千万円、補助

金等 25 億 1 千万円、社会保障給付 19 億 3 千万円、他会計等への繰出 16 億

4 千万円となっており、支出合計 137 億 6 千万円となりました。 

収入の主なものは、税収等 90 億 9 千万円、国県等補助金 50 億 2 千万円

となっており、収入合計 144 億 7 千万円となりました。 

収入と支出の差引きによる「業務活動収支」は 7 億 1 千万円となりまし

た。 

 

   『投資活動収支』の支出には、自団体で公共資産を整備する公共資産整

備支出、他団体への補助金を支出して公共資産を整備する公共資産整備補

助金等支出、他会計への繰出金及び補助費等のうち建設費に充てられるも

のが計上されています。収入には、公共資産整備支出の財源となった国県

等補助金、基金取崩額などが計上されています。 

   支出では、公共施設等整備費支出 1 億 1 千万円、基金積立金支出 7 億 3

千万円となっており、支出合計 8億 4千万円となりました。 

収入では、基金取崩額 5 億 2 千万円、資産売却収入 5 千万円、国県等補

助金 9千万円となっており、収入合計 6億 6千万円となりました。 

収入と支出の差引きによる「投資活動収支」はマイナス 1 億 8 千万円と

なりました。 

 

『財務活動収支』の支出には、地方債償還額 6 億 2 千万円が計上されて

います。収入には、地方債発行収入 5千万円が計上されています。 

収入と支出の差引きによる「財務活動収支」はマイナス 5 億 7 千万円と

なりました。 



注記 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

原則として取得原価により計上しています。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明

なもの及び無償で移管を受けたものは備忘価額１円としています。 

 

（２）出資金の評価基準及び評価方法 

ア．市場価格のある出資金 

財務書類作成基準日における時価により計上しています。 

イ．市場価格がない出資金 

出資金額により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、相当の減

額を行った後の価額で計上しています。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

定額法により算定しています。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア．徴収不能引当金 

長期延滞債権及び未収金の徴収不能又は回収不能に備えるため、徴収不能見込額又は回収不能見

込額を計上しています。 

イ．賞与等引当金 

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、財務諸表作成基準日におい

て発生していると認められる金額を計上しています。 

ウ．退職手当引当金 

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都

合により退職するとした場合の退職手当要支給額から、退職手当組合への加入時以降の負担金の累

計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金

額の運用益のうち瑞穂町へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。 

 

（５）リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については原則、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引については通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

現金及び現金同等物をいいます。 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。 



２ 追加情報 

（１）対象範囲（対象とする会計名） 

一般会計 

福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区画整理事業特別会計 

 

（２）一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

差異はありません。 

 

（３）地方自治法第235条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整

理期間（令和6年 4月 1日～令和6年 5月 31日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもっ

て会計年度末の計数としています。 

 

（４）各項目の金額を千円単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。 

 

（５）地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況（普通会計） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（△5.61％） 

― 

（△10.69％） 
0.9 

― 

（△27.0％） 

 

（６）繰越事業に係る将来の支出予定額 

区分 金額 

継続費逓次繰越費 0千円 

 一般会計 0千円 

福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅

西土地区画整理事業特別会計 
0千円 

繰越明許費 11,111千円 

 

一般会計 11,111 千円 

福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅

西土地区画整理事業特別会計 
0千円 

事故繰越費 0千円 

 

一般会計 0千円 

福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅

西土地区画整理事業特別会計 
0千円 

合計 11,111 千円 

 

（７）売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

ア 売却可能資産の範囲 

普通財産のうち活用が図られていない公共資産 

   イ 内訳 

    土地 2,951 千円（0千円） 



 令和 6年 3月 31日時点における売却可能価額を記載しています。 

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっています。 

上記の（0千円）は貸借対照表における簿価を記載しています。 

 

（８）地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれ

ることが見込まれる金額 

2,740,364千円 

 

（９）将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

普通会計の将来負担額     11,594,163千円 

［内訳］普通会計地方債残高     7,343,877千円 

        債務負担行為支出予定額       736,592千円 

        公営事業地方債負担見込額     1,307,874千円 

        一部事務組合等地方債負担見込額     891,796千円 

    退職手当負担見込額     1,314,024千円 

        第三セクター等債務負担見込額            0千円 

        連結実質赤字額              0千円 

    一部事務組合等実質赤字負担額            0千円 

基金等将来負担軽減資産      13,528,567千円 

［内訳］地方債償還額等充当基金残高    6,166,458千円 

        地方債償還額等充当歳入見込額    4,621,745千円 

        地方債償還額等充当交付税見込額    2,740,364千円 

（差引）普通会計が将来負担すべき実質的な負債     △1,934,404千円 

 

（10）純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金を加えた額を計上しています。また、余剰分（不

足分）とは、費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいい、流動資産（短期貸付金及び基金を除

く）から負債を控除した額を計上しています。 

 

（11）基礎的財政収支 

 業務活動収支（支払利息支出を除く。）    734,319 千円 

 投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。） 

          34,914千円 

基礎的財政収支                699,405千円 



（12）資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書の業務活動収支 

減価償却費 

徴収不能引当金の増額 

退職手当引当金の減額 

賞与引当金の増額 

未収債権額の増額 

固定資産除売却 

資本的国県等補助金等 

未払債務額の増額 

その他の資産・負債の増減額 

純資産変動計算書の本年度差額 

708,123千円 

△830,312千円 

1,730千円 

83,283千円 

18,598千円 

27,458千円 

△222,859千円 

94,815千円 

1,686千円 

29,986千円 

△87,492 千円 

 

（13）一時借入金の状況 

一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額は500,000千円です。 

 


